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　この 10 年を振り返ると、震度６強以上

を観測した地震は平成 19 年の能登半島地

震、新潟県中越沖地震、平成 20 年の岩手・

宮城内陸地震、平成 23 年の東北地方太平

洋沖地震、昨年の熊本地震など 12 回に上

り、我が国は地震の活動期に入ったとも

言われています。近い将来には首都直下

地震や南海トラフ巨大地震の発生も懸念

されています。加えて、各地で火山活動

も活発化しており、気候変動による風水

害も増大しています。

　現在の科学では災害を完全に防ぐこと

は不可能です。人知を超えた自然現象に

対しどう立ち向かったらよいのでしょう

か。官民問わず皆が力を合わせることこ

そ大事なことと思われます。その際最も

必要なことは、何が起こっているかを迅

速かつ正確に把握することです。それに

よって何ができるかできないのかが判断

できます。そのためにどのような手段が

あるのでしょうか。10 年前に比べ通信手

段は格段に進歩し、皆さんの身近には、

カメラ付き、位置情報の分かる、しかも

動画まで送れ、お互いの顔を見ながら話

せるスマートフォンがあります。

　このスマートフォンが普及し出してま

だ数年しか経っていません。国全体では

60％程度の普及率 ( 平成 28 年版『情報通

信白書』) ですが、高校生、大学生はほ

ぼ 100％利用していると言われています。

間もなくほとんどの人がスマートフォン

を使う時代になるかもしれません。従っ

て、スマートフォンを如何に活用できる

かがこれからの災害へ立ち向かう大きな

力となります。その活用を強力に後押し

するのがＳＮＳ (ソーシャル・ネットワー

キング・サービス ) です。フェイスブッ

ク、ツイッター、ＬＩＮＥといったもの

がこれに相当します。いずれもインター

ネットを駆使し、スマートフォンを使っ

て 24 時間 365 日、我が国だけでなく世界

の人々を相手に自由に情報のやり取りが

できます。東日本大震災の時においても、

熊本地震の時においても、ＳＮＳを通じ

た現地の情報が直ちに全世界を駆け巡り、

多くの人が日本の出来事をすぐに知るこ

ととなりました。それにより支援も行わ

れました。10 年前までは考えられないこ

とです。

　多くの自治体においても行政サービス

の広報にＳＮＳが活用されつつあります。

台風の時の注意喚起や避難勧告などに、

これまでの防災行政無線等を使って連絡

するだけでなく、フェイスブック、ツイッ

ターなどのＳＮＳが使われ、災害情報を

より速く、より広く伝えることが可能と

なっています。こうした最新の情報通信

技術 ( ＩＣＴ ) を災害情報に活かすこと

はこれからの防災・減災のために欠かせ

ません。本稿では、災害時の応急活動に

焦点を当てたスマートフォンの活用シス

テム（災害応急活動支援システム「多助」

（たすけ））についてご紹介させていただ

きます。
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①スマートフォンに限らず携帯電話を持

　つ者全員に出場又は参集要請を伝達

②緊急時には、登録スマートフォンにメッ

　セージを一斉に伝達

③登録スマートフォンから災害状況を画

　像で送信

④登録スマートフォンのＧＰＳ情報で位

　置を送信

⑤緊急時には、登録スマートフォンを通

　じて本部ＰＣを呼び出し

⑥登録スマートフォン同士の音声通話（ト

　ランシーバ機能）

⑦消防防災ＧＩＳとの連携

　これにより、いつでもどこでも登録者

との連絡がすぐに取れ、正確なわかりや

すい情報に基づき、迅速な被災者の救援・

救助、的確な避難の勧告・指示、広域応

援の要請、更には災害応急活動者の安全確

保が可能となると考えているところです。

　昨年の熊本地震の際、被災情報、避難　

　昨年の熊本地震の際、被災情報、避難

所情報など多くの場面でＬＩＮＥが活用

されたとの話を聞きますが、災害情報の

中でＬＩＮＥと多助にどのような違いが

あるのでしょうか。 

　多助とＬＩＮＥを比較すると、利用す

るための通信環境や使用する機能は同じ

ですが、多助は登録された限られた人達

の中での組織的な運用であるのに対し、

ＬＩＮＥは多くの人たちが自由に使える

システム（ＳＮＳ）になっていることに

より、情報の管理や公開が利用者によっ

て異なる場合が生じます。

　多助では災害活動に従事する方たちの

スマートフォンを最初からグループ化し、

いざという時に本部ＰＣを軸に予め定め

られたルールに基づき情報の管理を適正

　平成 23 年３月 11 日に発生した東日本

大震災では、水門等の閉鎖や住民の避難

誘導などに当たった消防団員の方が多数

亡くなられ、災害応急活動中の消防団員

の安全を如何に確保するかという大きな

課題が提起されました。そうしたことを

踏まえ、平成23年11月総務省消防庁に「東

日本大震災を踏まえた大規模災害時にお

ける消防団活動のあり方等に関する検討

会」（座長：室﨑益輝関西学院大学総合政

策学部教授）が設置され、平成 24 年８月

にまとめられた報告書において、「国、都

道府県及び市町村は、津波警報等の情報

を確実に消防団員に伝達するための情報

伝達体制の整備・確立を行う必要がある。

その際、情報伝達手段の多重化・双方向

化を図る必要がある。」との提言がなされ

ました。

　当センターでは、消防団をはじめ災害

応急活動に携わる組織の情報伝達手段の

多重化・双方向化は喫緊の課題であると

の認識の下、災害時における双方向通信

システムの検討・開発に着手しました。

開発に当たっては、現在配備されている

通信機材と並行して運用できることを前

提に、個人が常に身に着けているスマー

トフォンを活用することとしました。

　当該システムは、自治体防災担当部署

や災害対策本部、消防本部や消防団本部

に設置しているパーソナルコンピュータ

やタブレット (以下「本部ＰＣ」という。)

を中心に、クラウドサーバを介して災害

応急活動に従事する方の所持しているス

マートフォンを有機的に結びつけるもの

で、次の基本機能を備えることととしま

した。

「多助」と「ＬＩＮＥ」の違い３

東日本大震災の教訓と災害応
急活動支援システムの開発２
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に行うシステムとなっています。

　自分で撮影した画像についても外部に

配信できないようにしているため、撮影

画像の流出はありませんが、ＬＩＮＥで

は、グループ内で情報の共有できること

から、撮影画像が外部に配信される可能

性があります。

　平成 27 年からは当該システムを「多助」

（たすけ）と名付け、平成 29 年５月現在

全国で 52 団体、6,500 名の方に試用して

いただいています。そして現在、試用さ

れている方のご意見を参考に、一般財団

法人 全国市町村振興協会の支援により平

成 30 年度の本格運用を目指しソフトウェ

アの開発を進めています。その内容は次

のとおりです。

（１）現在の回答項目 ( 参集する、現着、

引き上げ、回答を保留 ) の４択を、活動

に参加できるまでの時間 (30 分以内、１

時間以内、２時間以内等 ) が選択できる

ように８択に増やします。フィーチャー

フォン ( ガラ携 ) の場合も、現在の回答

項目 ( 参集する、回答を保留 ) を増やし、

スマートフォンと同様の回答ができるよ

うにします。

（２）現在は活動開始の情報入力・発信は

本部ＰＣのみですが、特定（活動開始権

限を設定済）のスマートフォンから活動

開始の情報入力ができるようになります。

（３）現在は一人のユーザが一のグルー

プにしか登録できませんが、改善後は複

数のグループへの登録が可能となり、日

常の活動グループと災害応急時の活動グ

ループへの登録、災害応急時における複

数のグループへの登録などができるよう

にします。これにより日常活動時や災害

応急時において幅広い活動が可能となり

ます。

（４）本部ＰＣ及びスマートフォンの地図

に現在地までの移動軌跡を表示します。

これにより活動されている方の活動範囲

が分かるようにします。

（５）活動中にスマートフォンの画面が勝

手に変わることを防止するためのロック

ボタンを設けます。

（６）本部ＰＣからの情報配信については、

活動開始操作後のみ可能でしたが、常時

可能となります。これにより本部では災

害応急活動開始前に準備情報等の事前情

報の配信を行うことができるようにします。

（７）安否確認のための画面、ボタンを新

たに設け、安否確認用としての活用がで

きるようにします。

（８）10 秒程度の動画が送れるようにし

ます。

　

（１）個人のスマートフォンの使用

　個人所有のスマートフォンを使います

ので、導入に際し本人の了解を得る必要

があります。また、個人の通信費の中で

活動が行われるため、応急活動の程度如

何では通信費の負担を考慮しなければな

らないケースもあります。更に、活動中

にスマートフォンが破損した場合の補償

についても考慮する必要があります。

（２）商用通信回線の使用

　多助はパケット通信のため、３Ｇ、４

ＧまたはＷｉ－Ｆｉで行いますが、画像

送信、トランシーバ機能は４Ｇ、Ｗｉ－

Ｆｉでの利用を推奨いたします。また、

山間部等地域によっては３Ｇまたは４Ｇ

「多助」の新たな展開４

「多助」の留意点５
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操作訓練等を実施して、日頃から操作に

慣れておくことが大切です。送る情報の

ルール作りも重要です。当センターでは、

市町村防災研修事業の中で多助を使った

研修を実施しており、ご希望の団体はご

相談ください。

　情報通信の世界では完璧ということは

ありません。当センターが全国の市町村

の皆様にお会いして多助を説明した際に、

「現在活用している情報伝達手段で特に不

都合は感じていない。」といった話を伺う

ことがありますが、うまくいかないリス

クを考えておくのも大事なことと思われ

ます。

　情報の収集伝達手段が一通りしかない

というのでは災害時には心許ないとこ

ろです。費用の問題はありますが、常に

複数の手段を考えて準備しておくことこ

そ災害対策の基本といえるのではないで

しょうか。

の電波の届かないこともありますのでご

留意ください。

　全ての通信をパケット通信で行うため、

音声通信に比べ災害時の通信規制の影響

が少ないですが、基地局がダウンしたり、

膨大な通信量が発生した場合は、通信が

不能となったり、大幅に遅延したりする

事態が生ずることがあります。なお、基

地局については、東日本大震災以降強靭

化（停電対策、回線補強、耐震化）が進

められており、以前に比べ大幅に改善さ

れています。

（３）運用経費

　多助の運用に当たり、まず本部ＰＣ及

びインターネット回線の確保が必要とな

りますが、既存のものがあれば改めて整

備する必要はありません。

　次に多助への登録とスマートフォンへ

のアプリのインストールをしていただく

こととなりますが、多助の運用には多助

サーバの運営とスマートフォンの機種更

新毎のソフトウェアの見直しが必要とな

るため、平成 30 年度以降は有料化をお願

いすることとしています。

　自治体情報セキュリティ強靭化後、庁

内ネットワークと外部のインターネッ

トとの接続に厳しい制約がかかることと

なりますが、多助の本部ＰＣは外部に設

置の多助サーバと通信することからイン

ターネットに接続することが必須です。

多助を導入される団体においては、イン

ターネット環境を構築していただく必要

があります。

　また、災害時に多助を十分に活用する

ためには、日常業務での活用、定期的な

防災減災への取組
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